
 

 
 

今帰仁村景観計画区域内行為事前協議書 
 

年  月  日 
 
今帰仁村長 殿 

 

 住 所 

 氏 名              

 連絡先 

 
 
 

景観法第 16 条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

他法令による地区

指定等の状況※1 

 

行為の場所 今帰仁村字 

行為の期間 着手予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

行為の種類 

※2 

□ 建築物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 工作物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 
都市計画法第４条第12項に準ず

る開発行為 
□ 

屋外における土石、廃棄物、再生

資源その他物件の堆積 

□ 

土地の開墾、土石の採取、鉱物

の掘採その他の土地の形質の変

更 

 

 

景観形成のために

特に配慮した事項 

（今帰仁村景観計画に基づき、地域の景観への調和や配慮した内容について具体的に記入

してください。） 

備考 

※1 他法令による地区指定等の状況欄には、農用地、自然公園区域など他の法令に基づき指定された

地域・地区の名称を記入してください。 

※2 行為の種類欄は、□にレ印をつけて、建築物、工作物にあっては、該当する行為を○で囲んでく

ださい。 

※ 添付資料について 

今帰仁村景観条例施行規則の別表１に示す以下の図書を添付すること。 

①付近見取図 ②配置図 ③2 面以上の立面図 ④カラー現況写真 ⑤その他

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

届出者 

第１号様式 



 

（第１面） 
 

今帰仁村景観計画区域内行為届出書 
 

年  月  日 
 
今帰仁村長 殿 

 

 住 所 

 氏 名              

 連絡先 

 
 
 

景観法第 16 条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。 

他法令による地区

指定等の状況※1 

 

行為の場所 今帰仁村字 

行為の期間 着手予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

行為の種類 

※2 

□ 建築物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 工作物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 
都市計画法第４条第12項に準ず

る開発行為 
□ 

屋外における土石、廃棄物、再生

資源その他物件の堆積 

□ 

土地の開墾、土石の採取、鉱物

の掘採その他の土地の形質の変

更 

 

 

景観形成のために

特に配慮した事項 

（今帰仁村景観計画に基づき、地域の景観への調和や配慮した内容について具体的に記入

してください。） 

届出内容の照会先 

※3 

住 所 

事業所名 

連 絡 先               （担当者          ） 

今帰仁村受付 

（今帰仁村記入欄） 
 

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

届出者 

第２号様式 



 

（第２面） 

届
出
対
象
行
為
の
種
類
・
設
計
又
は
施
工
方
法 

届 出 対 象 行 為 の 内 容 

建 

築 

物 

用 途 
 

敷 地 面 積 ㎡ 
建 築 面 積 

※4 
㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ 

高  さ 
※4、※5 

ｍ（最高  ｍ） 

軒の高さ ｍ 

構  造 
※6 

 階  数 
※6 

地上  階 ／ 地下  階 

屋 根 の 形 状 
※7 

 屋 根 仕 上 材 
※7 

 

外 壁 の 基 本 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

強 調 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

屋 根 の 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

建 築 設 備 

□高架水槽 
 遮へい[ □有 □無 □その他（         ）] 
□その他 
 遮へい[ □有 □無 □その他（         ）] 

緑 地 の 割 合 
※9 

      ％ 

中高木等の有無 有 ・ 無 駐車場の緑化 有 ・ 無 

模様替等の面積 
※10 

     ㎡ 

工 

作 

物 

用 途  

構 造 造 築 造 面 積 ㎡ 

高 さ 
※11 

ｍ 仕 上 材  

外 観 の 基 本 色 色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

模様替等の面積      ㎡ 



 

（第３面） 

届
出
対
象
行
為
の
種
類
・
設
計
又
は
施
工
方
法 

届 出 対 象 行 為 の 内 容 

都市計画法第４

条第 12 項に準ず

る 開 発 行 為 

開発区域の面積      ㎡ 

行 為 の 目 的 
□住 宅（  区画）（最小区画面積  ㎡） 

□その他（              ） 

樹 木 の 保 全 □有  □無 

緑 地 の 割 合       ％ 

土地の開墾、土石

の採取、鉱物の掘

採その他の土地

の 形 質 の 変 更 

目  的 土 地 の 面 積 法面又は擁壁の長さ 

 

㎡ ｍ 

緑 地 の 割 合 法面又は擁壁の長さ 

％ ｍ 

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他物件

の 堆 積 

物 件 の 種 類 高  さ 土地の面積 

 ｍ ㎡ 

備考 

※1 他法令による地区指定等の状況欄には、農用地、自然公園区域など他の法令に基づき指定された

地域・地区の名称を記入してください。 

※2 行為の種類欄は、□にレ印をつけて、建築物、工作物にあっては、該当する行為を○で囲んでく

ださい。 

※3 届出内容の照会先欄には、届出者以外の者で、照会に応答し得る者について記入してください。

（届出者の代理人、行為の直接の担当者等） 

※4 建築物の面積及び高さ等の欄には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に準じて算出したもの

を記入して下さい。 

※5 建築物の高さの欄の括弧書には、塔屋又は高架水槽を含む建物の上端までの高さを記入して下さ

い。 

※6 構造、階数欄には、鉄骨、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。(例：RC 造、地上 6

階地下 1 階) 

※7 屋根の形状、仕上欄には、寄棟、陸屋根等の別を記入してください。（例：寄棟、赤瓦） 

※8 建築物等の外壁、屋根の色彩については、マンセル値を記入してください。強調色とは、背景と

なる色との差が大きいアクセントとなる色です。 

※9 緑地の割合の欄には、敷地内の緑地の敷地面積に対する割合を記入してください。 

※10 模様替等の面積欄には、外観の模様替又は色彩の変更に係る面積を記入してください。 

※11 工作物の高さの欄には、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に準じて算出したものを記入し

て下さい。ただし、建築物と一体となって設置される場合にあっては、建築物が接する地盤面から

工作物の上端までの高さを記入してください。 

※12 この届出書には、行為の種類に応じて、施行規則別表 2 に掲げる図書(行為の変更の届出にあっ

ては、当該変更に係るもの)を添付してください。  



 

今帰仁村景観計画区域内行為変更届出書 
 

年  月  日 
 
今帰仁村長 殿 

 

 住 所 

 氏 名              

 連絡先 

 
 
 
 

景観法第 16 条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

行 為 の 届 出 日      年   月   日      号 

行為の場所 今帰仁村字 

設計又は施工方法

の変更の概要 

変 更 前 変 更 後 

  

変更の理由  

※今帰仁村受付 

（今帰仁村記入欄） 
 

 

備考１ ※の欄には記入しないでください。 

備考２ 設計又は施工方法の変更の内容がわかる書類及び図書を添付してください。 

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

届出者 

第３号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内における行為の制限の適合通知書 

 

 

     年  月  日付けで届出のあった行為については、今帰仁村景観計画に定めら

れた当該行為の制限に適合していますので通知します。 

 

行 為 の 場 所 

 

行 為 の 種 類 

 

景観計画区域内に

おける行為届出日 

 

備 考 

 

 

第４号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為設計変更等勧告書 

 

 

     年  月  日付けで届出のあった行為については、景観法第 16 条第３項の規定

により、下記のとおり勧告します。 

 

 

記 

 

１ 設計変更等勧告の対象となる行為 

 

 

２ 勧告の理由 

 

 

３ とるべき措置 

 

 

４ 履 行 期 限        年  月  日 

 

 

５ 報 告 期 限        年  月  日 

 

 

６ 報 告 先 

 

第５号様式 



 

（第１面） 
 

今帰仁村景観計画区域内行為通知書 
 

年  月  日 
 
今帰仁村長 殿 

 

 住 所 

 氏 名              

 連絡先 

 
 
 

景観法第 16 条第５項の規定により、次のとおり通知します。 

他法令による地区

指定等の状況※1 

 

行為の場所 今帰仁村字 

行為の期間 着手予定日 年  月  日 完了予定日 年  月  日 

行為の種類 

※2 

□ 建築物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 工作物 
新築・増築・改築・移転・外観の修繕・外観の模様替・外観

の色彩の変更 

□ 
都市計画法第４条第12項に準ず

る開発行為 
□ 

屋外における土石、廃棄物、再生

資源その他物件の堆積 

□ 

土地の開墾、土石の採取、鉱物

の掘採その他の土地の形質の変

更 

 

 

景観形成のために

特に配慮した事項 

（今帰仁村景観計画に基づき、地域の景観への調和や配慮した内容について具体的に記入

してください。） 

届出内容の照会先 

※3 

住 所 

事業所名 

連 絡 先               （担当者          ） 

今帰仁村受付 

（今帰仁村記入欄） 
 

届出者 

第６号様式 



 

（第２面） 

届
出
対
象
行
為
の
種
類
・
設
計
又
は
施
工
方
法 

届 出 対 象 行 為 の 内 容 

建 

築 

物 

用 途 
 

敷 地 面 積 ㎡ 
建 築 面 積 

※4 
㎡ 

延 べ 面 積 ㎡ 

高  さ 
※4、※5 

ｍ（最高  ｍ） 

軒の高さ ｍ 

構  造 
※6 

 階  数 
※6 

地上  階 ／ 地下  階 

屋 根 の 形 状 
※7 

 屋 根 仕 上 材 
※7 

 

外 壁 の 基 本 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

強 調 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

屋 根 の 色 
※8 

色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

建 築 設 備 

□高架水槽 
 遮へい[ □有 □無 □その他（         ）] 
□その他 
 遮へい[ □有 □無 □その他（         ）] 

緑 地 の 割 合 
※9 

      ％ 

中高木等の有無 有 ・ 無 駐車場の緑化 有 ・ 無 

模様替等の面積 
※10 

     ㎡ 

工 

作 

物 

用 途  

構 造 造 築 造 面 積 ㎡ 

高 さ 
※11 

ｍ 仕 上 材  

外 観 の 基 本 色 色相（    ）／ 明度（    ）／ 彩度（    ） 

模様替等の面積      ㎡ 



 

（第３面） 

届
出
対
象
行
為
の
種
類
・
設
計
又
は
施
工
方
法 

届 出 対 象 行 為 の 内 容 

都市計画法第４

条第 12 項に準ず

る 開 発 行 為 

開発区域の面積      ㎡ 

行 為 の 目 的 
□住 宅（  区画）（最小区画面積  ㎡） 

□その他（              ） 

樹 木 の 保 全 □有  □無 

緑 地 の 割 合       ％ 

土地の開墾、土石

の採取、鉱物の掘

採その他の土地

の 形 質 の 変 更 

目  的 土 地 の 面 積 法面又は擁壁の長さ 

 

㎡ ｍ 

緑 地 の 割 合 法面又は擁壁の長さ 

％ ｍ 

屋外における土

石、廃棄物、再生

資源その他物件

の 堆 積 

物 件 の 種 類 高  さ 土地の面積 

 ｍ ㎡ 

備考 

※1 他法令による地区指定等の状況欄には、農用地、自然公園区域など他の法令に基づき指定された

地域・地区の名称を記入してください。 

※2 行為の種類欄は、□にレ印をつけて、建築物、工作物にあっては、該当する行為を○で囲んでく

ださい。 

※3 届出内容の照会先欄には、届出者以外の者で、照会に応答し得る者について記入してください。

（届出者の代理人、行為の直接の担当者等） 

※4 建築物の面積及び高さ等の欄には、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に準じて算出したもの

を記入して下さい。 

※5 建築物の高さの欄の括弧書には、塔屋又は高架水槽を含む建物の上端までの高さを記入して下さ

い。 

※6 構造、階数欄には、鉄骨、鉄筋コンクリート造等の別を記入してください。(例：RC 造、地上 6

階地下 1 階) 

※7 屋根の形状、仕上欄には、寄棟、陸屋根等の別を記入してください。（例：寄棟、赤瓦） 

※8 建築物等の外壁、屋根の色彩については、マンセル値を記入してください。強調色とは、背景と

なる色との差が大きいアクセントとなる色です。 

※9 緑地の割合の欄には、敷地内の緑地の敷地面積に対する割合を記入してください。 

※10 模様替等の面積欄には、外観の模様替又は色彩の変更に係る面積を記入してください。 

※11 工作物の高さの欄には、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）に準じて算出したものを記入し

て下さい。ただし、建築物と一体となって設置される場合にあっては、建築物が接する地盤面から

工作物の上端までの高さを記入してください。 

※12 この届出書には、行為の種類に応じて、施行規則別表２に掲げる図書(行為の変更の届出にあっ

ては、当該変更に係るもの)を添付してください。 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為協議書 

 

 

 景観法第 16 条第６項の規定により、      年  月  日付けで提出された通知書

の行為に関し、下記のとおり協議を求めます。 

 

 

記 

 

１ 通知のあった行為 

 

 

 

２ 協議事項 

 

 

第７号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

今帰仁村長          印 

 

今帰仁村景観計画区域内行為設計変更等命令書 

 

     年  月  日付けで届出のあった行為について、景観法第 17条第１項の規定に

より、下記のとおり命じます。 

 なお、この命令に従わない場合は、景観法第 102 条第１号の規定により、罰金に処される

ことがあります。 

 

記 

 

１ 設計変更等命令の対象となる行為 

 

２ 命令の理由 

 

３ とるべき措置 

 

４ 履 行 期 限        年  月  日 

 

５ 報 告 期 限        年  月  日 

 

６ 報 告 先 

 

※行政不服審査及び行政事件訴訟法に係る手続きについては、下記をご参照ください。 
教示１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60

日以内に今帰仁村長に対して異議申立てをすることができます。（なお、この処分があった
ことを知った日の翌日から起算して 60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

教示２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、今帰仁村長を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、こ
の処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日
の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり
ます。）ただし、上記１の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があっ
たことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、当該決定の取消しの訴えを提起する
ことができます。 

第８号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書 

 

 

      年  月  日付けで届出のあった行為について、景観法第 17 条第４項の規定

により、下記のとおり期間を延長したので、通知します。 

 

 

記 

 

１ 届出のあった行為 

 

 

 

２ 延長する期間 

        年  月  日から     年  月  日まで 

 

 

３ 延長の理由 

 

 

第９号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

今帰仁村長          印 

 

今帰仁村景観計画区域内行為原状回復等命令書 

 

      第     号により通知した変更命令に係る行為について、景観法第 17条第

５項の規定により、下記のとおり命じます。 

 なお、この命令に従わない場合は、景観法第 101 条の規定により、懲役又は罰金に処され

ることがあります。 

 

記 

 

１ 原状回復等命令の対象となる行為 

 

２ 命令の理由 

 

３ とるべき措置 

 

４ 履 行 期 限        年  月  日 

 

５ 報 告 期 限        年  月  日 

 

６ 報 告 先 

 

※行政不服審査及び行政事件訴訟法に係る手続きについては、下記をご参照ください。 
教示１ この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 60

日以内に今帰仁村長に対して異議申立てをすることができます。（なお、この処分があった
ことを知った日の翌日から起算して 60日以内であっても、この処分の日の翌日から起算し
て１年を経過すると異議申立てをすることができなくなります。） 

教示２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内
に、今帰仁村を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。（なお、この
処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日の
翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま
す。）ただし、上記１の異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する決定があった
ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、当該決定の取消しの訴えを提起するこ
とができます。 

 
 

第 10号様式 



 

年  月  日 
 

 
今帰仁村景観計画区域内行為状況等報告書 

 
 
今帰仁村長 殿 

 

 住 所 

 氏 名              

 連絡先 

 
 
 
 

景観法第 17 条第７項の規定により、変更命令等を受けたその後の措置の状況を、次のと

おり報告します。 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

変更命令等の内容  

措置の実施状況  

 

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名 

届出者 

第 11号様式 



 

（表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様式第 12 号

8.5 センチメートル 

5.
3
セ

ン
チ

メ
ー

ト
ル

 

 第     号 

身 分 証 明 書 
（景観法第 17 条第８項及び第 23 条第３項の規定による） 

 
 氏 名： 
 生 年 月 日： 
 所 属： 
 

    年  月  日 発行 
今帰仁村長          印 

写 

真 

 この者は、景観法（平成16年法律第110号）第17条第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び同条第７項の規定により立入

検査又は立入調査をすることができる者、同法第23条第２項の規定により原状回復等を行おうとする者であることを証明する。 
＜関係法令 景観法第17条（抜粋）＞ 
６ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(略)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命

ずべき者を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。（以下略） 
７ 景観行政団体の長は、（略）景観行政団体の職員に、当該建築物の敷地若しくは当該工作物の存する土地に立ち入り、特定届出対象

行為の実施状況を検査させ、若しくは特定届出対象行為が景観に及ぼす影響を調査させることができる。 
８ 第６項の規定により原状回復等を行おうとする者及び前項の規定により立入検査又は立入調査をする者は、その身分を示す証明書を

携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。 
９ 第７項の規定による立入検査又は立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 
＜関係法令 景観法第23条（抜粋）＞ 
２ 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置（以下この条において「原状回復等」という。）を命じようとする場合

において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、景観行政団体の長は、その者の負担において、

当該原状回復を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を

定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、景観行政団体の長又はその命じた者若し

くは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。 
３ 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを

提示しなければならない。 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為着手制限期間短縮通知書 

 

     年  月  日付けで届出のあった行為について、景観法第 18条第２項の規定に

より、下記のとおり同条第１項に規定する期間を短縮したので通知します。 

 

記 

 

１ 行為の場所 

 

２ 行為の期間      年  月  日から     年  月  日 

 

３ 行為の種類 

 

４ 届 出 者  住 所 

         氏 名 

 

５ 行為を着手することができる日      年  月  日 

 

第 13号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為設計変更等指導書 

 

 

 今帰仁村景観条例第 13 条の規定により、      年  月  日までに次の措置を執

るよう指導します。 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

指 導 の 内 容  

備 考  

 

第 14号様式 



 

第     号 

年  月  日 

 

            殿 

 

今帰仁村長          印 

 

 

今帰仁村景観計画区域内行為設計変更等要請書 

 

 

 今帰仁村景観条例第 15 条の規定により、      年  月  日までに次の措置を執

るよう要請します。 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

要 請 の 内 容  

備 考  

 

 

第 15号様式 


